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事業所の目的 

 

（居宅介護支援事業） 

介護保険法の理念に基づくとともに、利用者様が安心して住み慣れた地域で、その人らしく自立した生

活を送れるよう、介護相談・介護計画等を支援することを目的とします。 

 

（介護予防事業） 

町内ご高齢者を対象に身近な地区公民館等で運動教室を開催。介護予防、認知症予防効果がある運動、

レクレーション等に参加頂くことで、生きがいづくり、閉じこもり防止、認知症予防、介護予防へとつ

なげていくことを目的とします。 

 

職員 

 

介護支援専門員 ３名 

（保健師 1名） 

 

利用者 

 

４０名 

 

  



営業時間 

 

月曜日 ～ 金曜日  8：30～17：10 

土・日曜日、祝日、及び夜間等については、一定の対応が出来るように体制を整えています。 

 

通常の事業実施地域 

 

湧水町内 

 

事業の内容 

 

Ⅰ．居宅介護支援事業 

 

1. 居宅サービス計画の作成 

2. 居宅サービス事業者との連絡、調整 

3. サービス実施状況の評価 

4. 担当者会議の開催 

5. 給付管理 

6. 要介護決定申請に対する協力、援助 

7. 相談業務 

 

Ⅱ．一般高齢者等を対象とした介護予防教室の開催（湧水町より委託） 

 



 


